
 

令和８年度 

鹿児島県保育士修学資金貸付の御案内 

 

  保育士の養成確保を図るため，保育士養成施設（以下「養成施設」という。）で修学し，

保育士の資格取得後に鹿児島県内の保育施設等で保育業務等に従事する意思を有する学生

に対し，修学資金（無利子）を貸し付けます。 

 この貸付金は，養成施設を卒業後，鹿児島県内の保育施設等において保育業務等に引き

続き５年間従事した場合に，全額が返還免除されます。 

  

１ 応募資格 次の（１）～（５）を全て満たす方 

(1) ① 鹿児島県内の養成施設に在学している方 

※ 高校３年時に鹿児島県社会福祉協議会の「貸付内定」を受けている方は応募不要 

  ○ 対象養成施設 ９校 

   ・ 鹿児島純心大学       ・ 鹿児島国際大学 

   ・ 第一幼児教育短期大学    ・ 神村学園専修学校 

   ・ 龍桜高等学校        ・ 鹿児島女子短期大学 

   ・ 鹿児島純心女子短期大学（２年生のみ） 

  ・ 鹿児島キャリアデザイン専門学校 

   ・ 奄美看護福祉専門学校（２年生と３年生） 

② 鹿児島県外の養成施設に在学している方 

(2) 学業成績などをもとに養成施設の長が推薦する方 

(3) 家庭の経済状況等から真に貸付が必要と認められる方 

(4) 他の都道府県の本修学資金及び他の奨学金の貸付を受けていない方 

   ※ 併用できる奨学金等については，お問い合わせください。 

(5) 養成施設を卒業後，鹿児島県内の保育施設等で保育業務等に従事しようとする方 

 

２ 貸付条件等 

(1) 貸付額 

① 修 学 資 金（月額）   ５０,０００円以内 

② 入学準備金（入学時）   ２００,０００円以内 

※ 「高等教育の修学支援新制度」による授業料等の減免者の修学資金及び入学準備金は，減免後

の自己負担の範囲内の貸付になります。 

    ③ 就職支度金（卒業時）   ２００,０００円以内 

   ※ 「修学資金」の貸付を受けていない最終学年の方に限り「就職支度金」のみの貸付もできます。 

(2) 貸付利子 無利子（返還期間を過ぎた場合は，年 3.0％の延滞利子） 

(3) 貸付期間 正規の修学期間 

※ 貸付期間が２年を超える場合の貸付額は，月額上限の２年分に相当する１２０万円の範囲内 

(4) 貸付時期 

① 修学資金は半年毎にまとめて貸付  

② 入学準備金は修学資金の初回貸付時，就職支度金は卒業時に貸付 

(5) 送金方法 

借受人が指定する金融機関の口座に振り込む 

 

３ 資金の返還免除 

  養成施設を卒業後１年以内に，保育士の登録を行ったうえで，鹿児島県内（注１）の 

保育施設等において，保育業務等（注２）に引き続き５年間（注３，注４）従事した場合 



 

（注１）東日本大震災等の被災県（岩手県，宮城県，福島県，熊本県）を含みます。 

（注２）従事した仕事が保育士の業務でなければ免除対象になりません。 

（注３）過疎地域で従事する場合は３年間，養成施設入学時に４５歳以上で離職後２年以内の方（中高 

    年離職者）は３年間 

（注４）災害，疾病，負傷，育児休業その他やむを得ない事由により保育業務等に従事できない場合は， 

    免除対象期間には算入できませんが，保育業務等に従事しているものとみなします。 

 

４ 資金の返還及び方法等 

(1) 返還が必要な場合 

① 養成施設を退学した場合 

② 養成施設を卒業後，１年以内に保育士の登録を行わず，または，上記３の期間， 

鹿児島県内で保育業務等に従事しなかった場合 

(2) 返還期間 貸付期間の２倍の期間内 

(3) 返還方法 一括又は月賦で返還（指定口座に振り込む） 

 

５ 申請書類 

(1) 貸付申請書 

(2) 養成施設の推薦書 

(3) 世帯全員及び連帯保証人の住民票（本籍地を記載したもの） 

(4) 世帯員のうち収入のある者及び連帯保証人の所得証明書及び課税証明書 

(5) 個人情報取扱同意書 

 (6) 高等教育の修学支援新制度の利用意向届 

  ※ 中高年離職者の方は，離職時期が分かる離職票又は離職証明書等も添付してください。 

 

６ 連帯保証人 

(1) 保証能力がある連帯保証人が１人必要 

(2) 連帯保証人を法人とする場合は，財務状況が確認できる書類，法人の印鑑証明， 

 連帯保証の意思決定議事録等が必要 

 

７ 申請手続き及び定員 

(1) 申請書類の提出 

・ 在学する養成施設に，上記５の申請書類を提出してください。 

・ 提出期間は，各養成施設に確認してください。 

(2) 養成施設から鹿児島県社会福祉協議会への申請書類の提出 

令和８年４月１日（水）～５月２２日（金） 

 (3) 定員 

  ・ 修学資金（入学準備金，就職支度金を含む）の貸付  35 人 

   ※ 令和７年度において，高校３年時に鹿児島県社会福祉協議会の「貸付内定」を受けている

方（５５人）を除く。 

・ 就職支度金のみの貸付（最終学年の方に限る）    20 人 

 

８ 問い合わせ先 

  申請手続きや関係書類等については，下記又は各養成施設にお問い合わせください。 

 

  社会福祉法人 鹿児島県社会福祉協議会 生活支援部 

  〒８９０－８５１７ 鹿児島市鴨池新町１－７（県社会福祉センター内） 

  TEL:０９９－２１４－３７０１  FAX:０９９－２１４－３８１２ 



 

 


